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（１）交付期間  令和５年３月１４日（火）から令和５年３月２７日（月）まで（土・日 

曜日及び祝日を除く。） 

（２）交付場所  豊田市役所産業部商業観光課商業振興担当（西庁舎７階）又は商業観

光課ホームページからダウンロード 

４ 参加表明書の提出及び参加資格の確認 

（１）提出期限  令和５年３月２７日（月） 午後５時まで 

（２）提出場所  豊田市役所産業部商業観光課商業振興担当（西庁舎７階） 

（３）提出方法  持参、郵送又はメール（提出期限必着） 

（４）添付資料  参加資格要件（７）ア及びイが確認できる書類（契約書等の写し） 

５ 参加資格確認結果の通知 

（１）通知期限  令和５年３月２８日（火）まで 

（２）通知方法  参加表明書提出者にメール又は郵送にて行う。 

６ 質問の受付及び回答 

（１）受付期限  令和５年３月２７日（月） 午後５時まで 

（２）受付方法  持参、郵送又はメール（受付期限必着） 

（３）回  答  令和５年４月４日（火）までに商業観光課ホームページ（又は参加者

にメール）にて行う。 

７ 提案書等の提出書類 

Ａ４サイズ片面１０枚以内（見積書及び積算内訳書を除く。）に下記内容を記載（提出

部数は正本１部、副本１０部）副本については、社名及び社名を連想させるロゴ等を使

用しないこと。また、表紙や目次のほか、本文中にも記載しないこと。 

（１）業務経歴 

平成３０年４月以降の同種業務実績一覧（業務名、発注者、請負金額、契約期間、 

業務の概要等） 

（２）業務担当体制 

業務担当責任者の資格、経歴及び平成３０年４月以降の同種業務実績 

（３）業務実施方針 

   実施方針、業務体制、具体的実施方法、重点項目、課題及びその対応等 

（４）本業務への提案や意見 

  ア アンケート調査の工夫・提案 

  イ 現行のプランにおける課題の指摘及びその改善提案 

（５）工程計画 

（６）見積書及び積算内訳書（１部） 

８ 提案書等の提出期限等 

（１）提出期限  令和５年４月１１日（火） 午後５時まで 

（２）提出場所  豊田市役所産業部商業観光課商業振興担当（西庁舎７階） 

（３）提出方法  持参又は郵送（提出期限必着） 
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（４）そ の 他  参加表明書の提出後に提案を辞退する場合は、提案書等の提出期限ま 

でにその旨を文書（様式自由）に記載し、持参、郵送又はメール（提出 

期限必着）により提出すること。 

９ ヒアリング 

（１）開催日時  令和５年４月１７日（月） 午前９時から午後０時までのうち指定す

る２５分間（時間は対象者に後日連絡する。） 

（２）開催場所  豊田市役所 西６１会議室（西庁舎６階）予定 

（３）備  考  ア 提出された企画書等に基づき１社２５分（説明１０分、質疑応答

１５分）のヒアリングを行う。 

イ プレゼンテーション及び質疑応答は、参加者名を伏せて行うので    

自己紹介は行わないこと。 

ウ 全参加者のヒアリング終了後、引き続き選考委員会を実施する。  

エ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、ヒアリングの方法を

変更する場合がある。その場合は、WEB 会議が可能である ZOOM ミー

ティングを使用する予定であるため対応できるようにすること。 

１０ 評価基準 

（１）以下の項目について選考委員が採点を行い、各選考委員の採点の合計で最高得点の

者を契約の相手方として特定する。ただし、あらかじめ定めた最低基準点以上の者と

する。 

ア 業務経歴等 

（ア）企業の業務実績（８点） 

（イ）業務担当責任者の業務実績（１２点） 

イ 業務実施計画等 

（ア）業務実施方針（１６点） 

（イ）本業務への提案や意見 ア・イ（６０点） 

（ウ）工程計画（４点） 

※詳細は別紙「評価基準」のとおり 

（２）最高得点の者が複数であった場合は、見積金額のより安価な者を契約の相手方とし

て特定する。 

（３）提案者が一者の場合でも、最低基準点に達しない者は契約の相手方として特定しな

い。 

（４）選考は、以下の６名の委員により行う。 

学識経験者（産業振興委員会会長） 

学識経験者（商業振興委員会委員長） 

豊田商工会議所専務理事 

産業部商工振興室長 

産業部産業労働課長 

産業部商業観光課長 

１１ 選考結果の通知及び契約 
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（１）選考結果通知（予定）日  令和５年５月１６日（火） 

（２）契約（予定）日      令和５年５月２４日（水） 

プロポーザルにより特定された者には、別途、契約課から見積書提出を依頼する予

定。 

１２ その他 

（１）このプロポーザルに参加する費用の全ては参加者の負担とする。 

（２）次に掲げる提案は無効とする。 

ア 本公告に示す参加資格を有しない者がした提案 

イ 見積金額が提案限度額を超える提案 

ウ 提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

エ 市が示した条件に違反した提案 

オ 選考委員に故意に接触を図った者その他選考の公平性に影響を与える行為をした

者の提案 

（３）提出期限後は提出された企画提案書等の差替え又は再提出を認めない（本市から指

示があった場合を除く。）。 

（４）提出書類は返却しない。なお、豊田市情報公開条例（平成１０年条例第３４号）の

規定に基づき、提出書類を公開することがある。 

（５）本契約の履行結果が優良な場合、本契約に直接関連する令和６年度豊田市産業振興

プラン策定等業務及び令和６年度豊田市商業活性化プラン策定等業務について、本業

務の契約の相手方と随意契約により締結することがある。 

（６）選考結果通知後の辞退は認めない。 

【問合せ先（提出先）】 

〒４７１－８５０１ 豊田市西町三丁目６０番地  

豊田市産業部商業観光課商業振興担当（西庁舎７階） 

電  話 ０５６５－３４－６６４２（直通）  

Ｆ Ａ Ｘ ０５６５－３５－４３１７ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ shoukan@city.toyota.aichi.jp 


